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発刊に当たって

近年、いじめや不登校、暴力行為などに加え、児童虐待や貧困など（以

下、「いじめや不登校等」という。）、複雑化・多様化した学校だけでは解

決が困難な問題も多く発生しており、こうした問題を解決し、児童生徒を

健やかに育てていくためには、学校の総合力や教育力を十分に発揮できる

ような体制を構築していくことが大切です。

また、いじめや不登校等については、事案が発生してからのみでなく、

未然防止、早期発見、早期支援・対応、さらには、事案が発生した時点か

ら事案の改善・回復、再発防止まで一貫した支援に重点を置いた体制づく

りが重要であり、問題を抱える児童生徒の置かれた環境への働きかけや関

係機関等とのネットワークの構築、連携・調整等を担うスクールソーシャ

ルワーカーの役割は一層重要となっています。

こうしたことから北海道教育委員会では、平成20年度から「スクール

ソーシャルワーカー活用事業」を実施し、スクールソーシャルワーカーを

道内の市町村に配置するとともに、道教委にも配置してきたところです。

本事業は、開始から10年が経過し、スクールソーシャルワーカーを活用

している教育委員会においては、関係機関等との連携を図り、不登校児童

生徒の学校復帰や児童虐待、ネグレクトなどの家庭環境の問題等への対応

に向けて組織的な対応が図られてきております。

本冊子は、本事業において取り組まれた実践の中から、効果的な取組事

例等をまとめたものとなっています。今年度は、スクールソーシャルワー

カーが支援に入る前と入った後の２つのエコマップを掲載し、スクール

ソーシャルワーカーが支援に加わることで支援体制がどのように充実した

のか一目で分かるよう工夫しました。

各市町村教育委員会においては、児童生徒を取り巻く様々な問題の解決

に向けた取組及び児童生徒一人一人のＱＯＬ（生活の質）の向上とそれを

支える学校・地域をつくる取組の一助として本冊子を御利用いただきたい

と考えております。

今後、全道の多くの市町村において、スクールソーシャルワーカーを活

用しながら、学校と関係機関等をつなぐ仕組みづくりが一層進められるよ

う御期待申し上げます。
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